令和8年4月1日
株式会社サフィール

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）取得に関する職員周知について

令和8年度介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の取得に関して、介護保険事業に係わる全職員の賃金改善計画について次のとおり周知します。
令和8年度の処遇改善加算について、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和９年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設がされました。この加算区分の創設により、従来の処遇改善加算Ⅱの賃金改善実施期間は令和8年6月～令和8年7月までとなり、新加算の処遇改善加算Ⅱロの賃金改善期間は令和8年8月～令和9年5月までとなります。

【処遇改善加算Ⅱ　加算率9.0％分として】
賃金改善実施期間：令和8年6月～令和8年7月まで　
1. 処遇改善金
常勤
定期昇給額として、月額13,000円～40,000円を支給する。
経験、知識、熟練、努力、業務遂行能力を会社が評価して月額又は一時金として支給する。
再評価（支給対象者は毎年9月16日に行うものとする）に対しては、賃金改定の時期に行うこととする。
常勤は月額7,000円から15,000円までの額とする。

非常勤
加算取得前からの定期昇給額として、時給110円～時給250円を支給する。
経験、知識、熟練、努力、業務遂行能力を会社が評価して月額又は一時金として支給する。
非常勤は月額1,000円から月額5,000円までの額とする。
実施期間総額599,006円

【処遇改善加算Ⅱロ　加算率12.5％分として】
2. 賃金改善実施期間：令和8年8月～令和9年5月
1の令和8年6月～令和8年7月に実施した賃金改善実施内容に加え、下記金額を上乗せすることとする。

常勤
加算取得前から、月額8,000円～17,000の額を支給する。
非常勤
加算取得前から、介護従事者は時給60円、介護補助員及び送迎ドライバーは時給50円を処遇改善手当に上乗せ支給とする。
実施期間総額4,446,410円

3. 賞与について
賞与分として、総額4,397,545円

4. キャリアアップについて
常勤
介護福祉士及び社会福祉士、ケアマネージャー、のいづれかの資格を保持し、法人が実施する人事評価表の平均点数が3.8以上であり、法人が実施する試験に合格したものについては月額30,000円、介護福祉士及び社会福祉士、ケアマネージャー、のいづれかの資格を保持し、法人が実施する人事評価表の平均点数が3.5以上であり、法人が実施する試験に合格したものについては月額15,000円、初任者研修、又は国家資格の資格を保持し、法人が実施する試験に合格した者は月額5,000円を支給する。

非常勤
介護福祉士及び社会福祉士、ケアマネージャー、のいづれかの資格を保持し、法人が実施する人事評価表の平均点数が3.8以上であり、法人が実施する試験に合格したものについては時給170円、介護福祉士及び社会福祉士、ケアマネージャー、のいづれかの資格を保持し、法人が実施する人事評価表の平均点数が3.5以上であり、法人が実施する試験に合格したものについては時給80円、初任者研修、又は国家資格の資格を保持し、法人が実施する試験に合格した者は時給30円を支給する。
年間金額68,979円

1～4の改善により、年間合計9,511,940 円増額（法定福利費含む）。交付金見込額9,469,094円となり、総合計見込み金額9,469,094円を上回る計算となります。
なお、稼働実績と連動して改善内容の変更がありえますので、ご了承ください。

